
○奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する要項 

 

第１章 条例の性格 

第２章 人員及び運営に関する基準 

 

第１章 条例の性格 

  １ この要項は、奈良市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する

条例（平成３０年奈良市条例第１４号。以下「条例」という。）の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。 

  ２ 条例の趣旨及び内容については、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準について（平成１１年７月２９日老企第２２号厚生省老人保健福祉局企画

課長通知）に定めるもののほか、この要項に定めるとおりとする。 

  ３ 条例第４条は、奈良市暴力団排除条例（平成２４年奈良市条例第２４号）に基づ

き、本市と事業者が協働して、暴力団排除の推進を図るものであり、法人の役員、

管理者をはじめとする事業の運営に従事する者は、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同法

第２条第６号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者であってはな

らない。 

 

第２章 人員及び運営に関する基準 

  １ 事業所の名称 

    事業所の名称は指定居宅介護支援を提供する事業所として適切な名称とし、誤解

を与えるようなものにならないよう十分に留意すること。 

２ 「勤務時間」の定義 

    勤務時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている実労働時間とする。

したがって、事業所（出張所等を含む。）以外での待機時間等を、勤務時間に算定す

ることは認められない。 

  ３ 区画 

    １つの建物に複数の事業所等が混在する場合は、出入口や区画を区分する等、そ

れぞれの利用者や従業者が入り交ざらないようにするほか、感染症の発生やまん延

の防止に十分に配慮すること。 

  ４ 事故報告 

    事故が発生した場合には「介護保険事業者事故報告取扱要領」に則り、奈良市へ

の報告を原則３日以内に行うこと。なお、緊急性の高い事故については、速やかに

電話により報告するとともに、その後報告書を提出すること。 

  ５ 関連法令等の遵守 



    事業を運営するにあたっては、以下に例示する法令を含め、関連する法令や条例

等を遵守すること。 

  （１）介護保険法 

  （２）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号） 

  （３）高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年

法律第１２４号） 

  （４）消防法（昭和２３年法律第１８６号） 

  （５）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

  （６）都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

  （７）労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

  （８）食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号） 

  ６ 管理者の兼務の範囲（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３８号。以下「省令」という。）第３条第３項） 

    管理者は、当該事業における従業者と兼務する場合、同一事業所内で行う他の事

業の管理者及び同一敷地内に所在する他の事業所の管理者のみ兼務することができ

る。したがって、この場合は同一事業所内で行う他の事業の従業者や、同一敷地内

に所在する他の事業所の従業者との兼務は認められない。 

  ７ 重要事項説明書の記載項目（省令第４条第１項及び第２項） 

指定居宅介護支援事業者は、当該事業所から指定居宅介護支援の提供を受けるこ

とにつき文書により同意を得ること。なお、利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記した文書（重要事項説明書）には、次の項目を定めてお

くこと。 

（１） 運営規程の概要 

（２） 従業者の勤務体制 

（３） 通常の事業の実施地域 

（４） 利用料その他の費用の額 

（５） 緊急時の対応 

（６） 事故発生時の対応 

（７） 苦情処理の体制及び窓口（事業所、奈良市、国民健康保険団体連合会の連絡先） 

（８） 守秘義務 

（９） 居宅サービス計画の作成にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の

指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位

置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であ

ること等についての内容 

８ 交通費（省令第１０条第２項） 

指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に関して、利用者の選定に



より通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場

合、通常の事業の実施地域を越えた地点から居宅までの交通費（移動に要する費用）

の支払を受けることができることとする。 

なお、通常の事業の実施地域内の交通費については、駐車場代も含め徴収できな

いものとする。 

  ５ 勤務体制の確保（省令第１９条第１項及び条例第８条） 

（１）省令第１９条第１項について、指定居宅介護支援事業所ごとに作成する勤務形

態一覧表には、兼務の場合は職種ごとに明確に時間を分けて記載すること。 

（２）条例第８条は、従業者がやり甲斐を感じ働き続けることができるよう職場環境

の整備を促進するため、従業者に対し、その能力、資格、経験等に応じた処遇を

行うよう努めることとしたものである。 

６ 苦情処理（省令第２６条第１項） 

必要な措置とは、具体的には、事業所、奈良市及び国民健康保険団体連合会の各 

相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するために講

ずる措置の概要を明らかにし、利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明す

る文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、事業所に掲

示すること等である。 

７ 報告（条例第１０条） 

条例第１０条に規定する報告は、市長が介護サービスの向上を図るために必要と

認める情報を記載した書面により行うものとする。 

 


